
 
 

浅間山火山防災協議会設置要綱 

（目的） 

第１条 浅間山火山防災協議会（以下「協議会」という。）は、活動火山対策特 

別措置法（昭和４８年法律第６１号。以下「法」という。）第４条第１項の規 

定に基づき、浅間山において想定される火山現象の状況に応じた警戒避難体 

制の整備を行うとともに、地域住民等の防災意識の向上に資することを目的 

に長野県、群馬県（以下「両県」という。）、小諸市、佐久市、軽井沢町、御 

代田町、長野原町、嬬恋村（以下「周辺市町村」という。）が共同で設置する。 

 

（所掌事務） 

第２条 協議会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事項につい 

て協議を行う。 

（１）浅間山に係る噴火シナリオ、火山ハザードマップ、噴火警戒レベル、具体

的な避難計画等の一連の警戒避難体制の整備に関する事項 

（２）両県の都道府県防災会議が法第５条第２項の規定により同条第１項各号

に掲げる事項について定める際の意見聴取に関する事項 

（３）周辺市町村の市町村防災会議が法第６条第３項の規定により同条第１項

各号に掲げる事項について定める際の意見聴取に関する事項 

（４）防災訓練等の活動及び防災意識の啓発活動に関する事項 

（５）前４号に掲げるもののほか、当協議会の目的を達成するために必要な事項 

 

（構成） 

第３条 協議会は、別表１に掲げる者で構成する。 

 

（組織） 

第４条 協議会に会長を１名置く。会長は、別表１中の第１号に掲げる者の協議

により定めるものとし、任期は１年とする。ただし、再任することができる。 

２ 会長は、会務を総理する。また、会長が必要と認める場合には構成機関以外

の者を協議会に出席させ、助言等を求めることができる。 

３ 協議会に副会長をおく。副会長は会長が指名し、任期は原則１年とする。 

４ 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。 

５ 協議会に監事をおく。監事は会長が指名し、任期は原則１年間とする。 

６ 監事は会計の状況及び会計を監査する。 

７ 協議会に幹事会を置き、連絡・協議事項について調整する。 

８ 幹事は協議会の構成機関の職員とし、別表２に掲げる者で構成する。 

 



 
 

（協議会の開催） 

第５条 協議会の会議（以下「会議」という。）は、会長が必要と認めたときに

招集し、議事進行は会長が務めるものとする。 

２ 協議会の出席者は第３条の別表１に掲げる者とする。ただし、噴火時等、臨

時に開催する場合はこの限りではない。 

３ 協議会の構成員は、やむを得ない事情により会議に出席できないときは、代

理者を出席させることができる。 

４ 会議に付すべき議事のうち会長が必要と認めた議事は、協議会の構成員か

らの書面又は電磁的記録による意思表示により決議できるものとする。 

 

（会長の専決処分） 

第６条 会長は、会議を招集する余裕がないとき、その他やむを得ない事由によ

り会議を招集する事ができないときは、協議会が処理すべき事務のうち、早急

に決定を要する事項について専決することができる。 

２ 会長は、前項の規定により専決処分をしたときは、速やかに会議に報告をす

るものとする。 

  

（コアグループ会議） 

第７条 協議会に、噴火時等の避難対象地域の拡大・縮小等の迅速な判断に資す

るよう平常時及び緊急時に技術的検討を行うため、避難時期及び避難対象地

域の確定等に深く関与する機関実務者及び火山専門家によるコアグループ会

議を置く。 

２ コアグループ会議は別表３に掲げる者で構成する。ただし、必要に応じて構

成機関以外の者を出席させ、助言等を求めることができる。 

３ 所掌事項に関する協議が必要とされる場合には、必要に応じコアグループ

会議を開催するものとする。 

 

（専門部会） 

第８条 協議会に特別な事項及び所掌事項について専門的に研究する専門部会

を置くことができる。 

  

（協議結果の尊重義務） 

第９条 協議会において協議が整った事項については、協議会の構成員は、その

協議の結果を尊重しなければならない。 

 

（事務局） 

第１０条 協議会及び幹事会及びコアグループ会議の事務処理のため、事務局



 
 

を置く。 

２ 事務局は、長野県佐久地域振興局総務管理課及び群馬県総務部危機管理課

に交互に置き、期間は１年とする。 

３ 事務局には事務局長を置き、前項に規定する課の長をもって充てる。 

 

（予算及び予算の執行） 

第１１条 協議会の経理は協議会の議決を経て予算をもってこれを定め、決算は

その認定に付する。 

２ 本会計の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月 31日をもって終わ

る。 

３ 予算の執行は会長が行う。 

 

（その他） 

第１２条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は会

長が別に定める。 

 

附 則 

この要綱は、平成１７年１１月２４日から適用する。 

この要綱は、平成２１年 ７月 ２日から適用する。 

この要綱は、平成２３年 ８月１６日から適用する。 

この要綱は、平成２５年 ８月 ８日から適用する。 

この要綱の名称を「浅間山火山防災対策連絡会議設置要綱」から「浅間山火山

防災協議会設置要綱」に改める。 

この要綱は、平成２５年１２月１８日から適用する。 

この要綱は、平成２８年３月２８日から適用する。 

この要綱は、平成２８年１０月１８日から適用する。 

この要綱は、平成２９年４月１日から適用する。  

この要綱は、平成３０年４月１日から適用する。 

この要綱は、令和１年１１月２９日から適用する。  

この要綱は、令和２年３月１９日から適用する。  

この要綱は、令和３年３月２６日から適用する。 

この要綱は、令和４年１月１７日から適用する。 

この要綱は、令和４年１２月１９日から適用する。 

この要綱は、令和５年１２月２７日から適用する。 

この要綱は、令和７年１月 17日から適用する。 

この要綱は、令和７年３月 28日から適用する。 

この要綱は、令和８年１月７日から適用する。 


